
財務課

財産管理担当、施設整備担当

6648

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B7
未利用施設活用事業 教育費 県立学校建物等維持管理費

 宣言項目   

分野施策   

１　事業概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
県　債

決定額 △40,789 △37,000 △3,789 78,572

現計額 119,361 107,000 12,361

令和元年度予算見積調書(2月補正予算)
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

教育総
務費

教育財産管理
費

事 業
期 間

平成27年度～ 根 拠
法 令

　(公財)埼玉県サッカー協会に対し、旧騎西高校の土地
・建物の一部を貸し付け、スポーツ施設としての活用を
行う。
　なお、同協会が同校の活用を実施する上で必要な施設
整備を行うと同時に、今後活用を検討していく同校の土
地・建物についても、活用が促進されるよう施設整備を
実施する。
　これにより、未利用施設の活用が図られるとともに、
協会加盟団体のみならず、広く一般に対して安価にスポ
ーツの場が拡充される。

（１）未利用施設活用整備費　　　　△40,789千円
　　　工事請負費が見込みを下回ったこと等による減

（１）　事業内容
　　ア　敷地、建物の整備等　　解体設計及び工事　　119,200千円
　　イ　調整会議の開催　　　　　　　　　　　　　　　　161千円

（２）　事業計画
　　ア　不用建物解体工事
　　　老朽化が著しく、今後の利活用が困難な施設、設備の解体設計及び工事を実施する。

　　イ　調整会議の開催
　　　地元関係者などが参画する調整会議において、未利用施設の活用案の検討を行う。
　　　また、調整会議からの指示事項等を踏まえ、ワーキングチームによる具体的な検討を行う。
　
（３）　事業効果
　　ア　未利用施設の早期活用のために必要な整備を行うことで、施設の活用が図られる。
　　イ　サッカー協会が実施する事業を中心とした利活用事業が推進されることにより、協会加盟団体のみならず、
　　　広く一般に対して安価にスポーツの場が提供される。

（４）　補正予算の概要
　　ア　未利用施設活用整備費：工事請負費が見込みを下回ったこと等による減

　（県10/10）

　9,500千円×1.0人＝9,500千円

補正後の
予算額

― 教育局 B7 ―
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